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 日本経済は，２００２年初めから景気回復を続けており，景気拡張期間は既に 4 年を超

えているとみられ，順調に回復を続けています。しかし，中小企業の売上高や個人所得は

伸び悩み，全般的には不透明な状況にあります。 

 市の財政状況を見通した場合，歳入において，市税については，わずかながら回復の兆

しが見えるものの「新分権改革」により国庫補助負担金の廃止・縮小が実施されており，

地方交付税についても減少することが予測され，歳出においては，新市建設計画に基づく

大規模事業が多数予定されており，財源の確保が非常に厳しい状況となっています。 

 これらのことから，中期的な財政収支はこのまま行財政改革をしないでいた場合，明ら

かに歳出超過となることが予測されます。 

 今こそ抜本的な歳入歳出の見直しにより，継続的財政運営が可能な行政体に生まれ変わ

らねばなりません。 

 また，地方分権の流れの中で地方自治体に求められる役割・責務は増してきており，本

大綱に基づく行財政改革を着実に実施し，これからの地方の時代を切り拓いていける力強

い自治体を目指していかなければなりません。 

 「笠間市行財政改革大綱」を策定するにあたっては，昨年（平成 18 年）笠間市行政改

革推進委員会へ諮問を行い，委員会において熱心な議論を経て，平成１９年３月７日に頂

いた『笠間市行財政改革大綱答申』の内容を可能な限り反映するとともに，パブリック・

コメント制度を活用するなど，民意に沿った行財政改革大綱を策定いたしました。 

 

 今後「笠間市行財政改革大綱」を実行していく中で，市民のみなさまにも応分の負担を

伴うことも想定されます。しかし，国の地方財政対策は厳しく，さらに数段踏み込んだ改

革を模索していかなければなりません。改革を着実に進めることによりスリムで機動性に

富んだ市役所組織を構築し，自立した自治体を築いていきます。 

 行財政改革は，行政運営の効率性と財政の健全性を確保するための手段であり，それ自

体が目的ではありませんが，いまそこにある危機はなんとしても回避しなければなりませ

ん。 

 

 先人が築いてきたふるさと笠間市を確実に未来に引き継ぐとともに，新市建設計画での

将来像「住みよいまち 訪れてよいまち 笠間」を実現するため，この行財政改革を成し

遂げてまいります。みなさまのご理解とご協力を心からお願いいたします。 

 

 

   平成１９年３月 

 

笠間市行政改革推進本部長  

笠間市長 山口 伸樹   
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Ⅰ 策定の趣旨 

 

 政府は，平成１８年度地方財政対策の中で，三位一体の改革により１６年度から１８年度の３年間

で，１２.８兆円（国庫補助負担金改革＝約４.７兆円，税源移譲＝約３兆円，地方交付税改革＝約５.

１兆円）の成果があったとしています。 

 三位一体の改革は，地方分権の推進という理念に沿って，国と地方の財政構造を大きく変革しよう

とするものであり，従来，国の庇護のもとに維持されてきた地方行財政のあり方を根本的に見直すも

ので，地方自治体の行財政基盤の強化が不可欠となりました。 

 一方，急速に進展する少子・高齢社会に向けた総合的な福祉政策，人口減少時代への対応，生活関

連資本の整備，分権社会及び情報社会への対応など，行政の果たすべき役割はますます複雑多様化し

ています。同時に，市民の役割と責任についてもますます重要になっており，地方自治体は，地域間

競争が激化する中，更なる創意工夫が求められています。 

 これらの改革の流れの中で，笠間市・友部町・岩間町は市町村合併を選択しました。 

 

 平成１８年３月に誕生した「笠間市」は，財政構造の硬直化や組織機構の見直しの必要性など問題

や課題が山積しています。 

 本市が将来にわたって質の高い市民サービスを維持することができる基盤を構築するために，行財

政運営のあり方を聖域なく検証・改革し，安易に次世代に負担を強いることなく未来への道を開くこ

とが，現在の笠間市に課せられた責務であるといえます。 

 このような状況を踏まえ，これまで以上に簡素で効率的な行政運営はもとより，既存の枠組みや従

来の発想によらない新たな視点に立った抜本的な改革が必要となっています。 

 そこで，新しい時代にふさわしい行政システムを構築する指針として行財政改革大綱を策定すると

ともに，具体的な目標を定める実施計画を策定するものです。 

 なお，策定・実施にあたっては，これまで３市町で取り組んできた行政改革の実績を踏まえるとと

もに，市議会，行政改革推進委員会及び市民のご意見を，行財政改革大綱等に反映していきます。 
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Ⅱ 行財政改革の基本的な考え方 

 

１ 行財政改革の基本方針 
  「住みよいまち 訪れてよいまち 笠間」の実現のため，以下の方針に沿って行財政改革に取り

組みます。 

（１）簡素で効率的な行政運営システムの構築 

（２）地方分権に対応した財政基盤の確立 

（３）市民参画による行政運営の透明化と情報化の推進 

   （行政運営情報の積極的公表，情報技術を活用したサービスの向上） 

 

２ 行財政改革の計画期間 
  計画期間は，平成１８年度から平成２２年度までの５年間とします。 

 

３ 行財政改革大綱と実施計画 
  行財政改革大綱は，今後５年間の行財政改革の指針となるものです。実施計画は，「行財政改革

大綱」に基づき実施すべき改革項目について，具体的な改革の内容及びスケジュールを明らかにす

るものです。 

 

 〔行財政改革大綱と実施計画の関係〕 

行財政改革大綱（平成 18 年度～平成 22 年度）５年間 

実施計画(1 年間) 実施計画(1 年間) 実施計画(1 年間) 実施計画(1 年間) 実施計画(1 年間) 

 

 

 

 

 

 

４ 行財政改革の進行管理 
  進行管理は，行政改革推進本部が，市議会，行政改革推進委員会及び市民に，その進捗状況と成

果を定期的に報告し，ご意見をいただきながら行っていきます。 

  また，今後の地方財政に対する国の方針や，状況の変化等により，適宜見直す必要がありますの

で，それに合わせて，行財政改革大綱の改訂を実施していきます。 

 

５ 行財政改革の公表 
  行財政改革大綱及び実施計画の実施状況については，定期的に市の広報紙やホームページ等に掲

載して公表します。 
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Ⅲ 具体的な項目 

 

 行財政改革大綱における基本方針の実効性を確保していくために，次の７項目を主要な改革の柱

（主要施策）として位置づけます。また，実施計画に原則として数値目標を掲げ，年度ごとに評価・

管理を行っていきます。 

 

１ 事務事業の見直し 
  市民ニーズの多様化・高度化に伴う行政需要の拡大が予想されることから，効果や効率性の観点

から事務事業の見直しを行い，行政の責任分野，行政関与の必要性，行政運営の効果性及び受益者

負担と公費負担のバランス等を十分に検討し，サービス範囲の見直しを図ります。 

 

（１）事務事業の整理・統合・合理化及び施策の重点化 

   明確な目標設定と効果的な進行管理を徹底するため，毎年事務事業の見直しを行い，事務事業

の整理・統合・合理化を図るとともに，実施すべき施策の選択や重点化を図ります。 

   全庁的な事務の効率化として，事務決裁における電子決裁システムの導入を図ることで立案か

ら決裁までの時間短縮を目指します。 

 

（２）民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む） 

   行政運営の効率化，市民サービスの向上を図るため，民間委託等の実施により効果が期待でき

る事務事業については，積極的かつ計画的に民間委託や指定管理者制度＊の活用を推進します。 

   なお，委託等を実施する場合は，適正なる管理監督のもとに行政責任の確保，市民サービスの

維持向上に努めます。 

   また，競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（公共サービス改革法）＊の施行に伴

い，窓口サービス等について，競争の導入による公共サービスの改革についても検討します。 

   さらに，事務事業の民間委託や公の施設の指定管理者制度の導入について，調査審議する組織

の設置についても検討します。 

      ＊指定管理者制度：多様化する市民ニーズにより効果的かつ効率的に対応するため，公の施設の管理に民間の力を活用し

つつ，市民サービスの向上を図るとともに，経費の節減を図ることを目的に設立された制度。 

      ＊公共サービス改革法：国・地方公共団体などが行っている公共の仕事に競争原理を導入し，より良いサービスを提供し

ようという発想で生まれた制度です。公平な条件の下，官と民の双方が参加して競争入札を行い，価格と質の面で優れて

いる方が落札するという仕組み。 

 

（３）行政評価制度＊の導入 

   厳しい財政状況の中，限られた財源を効果的に配分するとともに，市政の透明性を確保するた

め，事務事業全般について，市民の満足度や目的の達成度などの成果を評価し，次の施策へ反映

又は改善していく行政評価制度の導入を目指します。 

      ＊行政評価制度：市が実施する事業について，数値による客観的な評価を行い，それを次年度以降の事業の見直しに生か

していくことを目的とする制度。 
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２ 職員の意識改革と資質向上 
  市町村合併を経て２４０.２５ｋ㎡の広大な面積を有する８万人都市となった本市の行政需要は多

岐にわたっており，従来の感覚のままでは到底対応できない状況が生まれてきています。 

  笠間市全体の現状と課題について，全職員が正確に把握して危機意識を共有し，組織全体で総力

を挙げて行財政改革に取り組む必要があります。そのため職員の資質の向上は不可欠であり，職員

の能力を引き出す人材育成を行います。 

 

（１）新市的視点（８万人規模）に立った職員の意識改革（市民・行政サービスの向上） 

   ８万人都市の行政組織として機能するために，職員全員が新市全体を視野に入れた視点で市民

ニーズに応えるとともに，民間の経営感覚やコスト意識を持ち，改革を主体的に推進していける

職員になるための意識改革を行います。 

 

（２）人材育成に関する基本方針の策定 

   自治体における経営資源として「人」・「もの」・「金」・「情報」があり，中でも「人」だ

けがその能力と意欲によって，さらに大きな成果を生むことができるものといえます。また，

「人材＝人財＊」とするため「能力」と「意欲」を開発・向上させ続ける必要があります。 

   自治体全体の力量を高め，市民ニーズに的確に対応した質の高い行政を展開できる優れた人財

を育成するため，中期的，長期的視点を踏まえた人材育成基本方針を策定し，行政サービスの向

上に努めます。 

      ＊人財：仕事の能力も意欲も高い人 

 

（３）人事評価制度の確立 

   よりよい行政サービスをより効果的に市民に提供するため，これまでの年功序列型の人事制度

から，職員を評価し能力向上を図る人材育成型の人事評価制度を確立します。 

 

（４）職員研修制度の充実（職場研修，職場外研修，職員全体の育成計画の立案） 

   人材育成基本方針に沿って，自主研修，職場内研修（接遇研修，ＯＪＴ（職務遂行を通しての

訓練））及び職場外研修（職種，階層に応じた研修）等を充実し，職員の能力ややる気を最大限

に発揮できるようにするとともに，問題意識を持ち，具体的に解決に結び付けていける人材の育

成を行います。 

 

（５）専門職の確保及び再任用制度の適正運用 

   行政需要や専門的な行政サービスに対応していくため，専門職の確保に取り組むとともに，再

任用制度の適正な運用に努めます。また，有資格者の中途採用や期限付採用等についても検討し

ます。 

 

（６）職員提案の実施 

   職員全員が行財政改革の当事者としての意識を持ち，行政サービスの向上，事務事業の効率化

及び経費削減に結びつくなど日常業務の改善に対する職員提案を随時実施します。 
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３ 組織機構の合理化 
  市民ニーズの迅速な把握やスピーディーな意思決定・対応をするため，個々の職員の責任と権限

を明確にし，意思形成過程が簡素な組織編制を行います。 

  また，行財政改革における行政の効率化と総人件費の抑制の観点から，職員の削減は避けて通れ

ない課題であることから，職員の減少に見合った組織機構について，常に検証し見直します。 

 

（１）組織・機構の見直し 

   市民ニーズや社会経済の変化に即応した行政サービスを効率的かつ効果的に展開できるよう，

政策形成や政策審議機能の充実強化に努めます。また，８万人都市を運営していく組織として

「本所」と「支所」のあり方を検討し，減少する職員で対応できる組織を構築します。 

   さらに，行政の機能性や部門間の連携に配慮しながら，簡素で機能的な機構の見直しを行うと

ともに，一時的・特命的な事務に対応する臨時組織の設置や，特定時期に集中する一定量の事務

に対応可能な柔軟で機能的な組織・適正な人員の配置に努めます。 

 

（２）審議会等附属機関の見直し 

   審議会等の附属機関の見直しを進めるとともに，その運営の改善に努めます。また，市民の市

政への参画意識の向上，男女共同参画社会の推進を図るため，各審議会等への女性委員の積極的

参画を促進します。 

 

（３）第三セクター＊の見直し 

   各法人の設立の目的や必要性及び役割をあらためて見直し，業務内容，決算状況等を総合的に

勘案し，経営の効率性・有効性を高めるため，関与の妥当性について検討します。 

      ＊国や地方公共団体（第一セクター）と民間事業者（第二セクター）との共同出資で設立された第三の方式による法人。 

 

   〔笠間市からの出資金がある法人〕 

名 称 出 資 額 所管課 

財団法人 笠間市開発公社   ３００万円（１００％） 市長公室 企画政策課 

笠間商業開発 株式会社 ２，０００万円 （１０％） 産業経済部 商工課 

笠間工芸の丘 株式会社 １，０２０万円 （５１％） 産業経済部 観光課 
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４ 定員管理と給与の適正化 
  定員管理にあたっては，社会経済情勢の変化等を踏まえ，対応すべき行政需要の範囲，施策の内

容及び手法を常に見直しながら適正化に取り組んでいきます。また，職員全般にわたり，その業務

の性格や内容を踏まえつつ，市民の納得と支持が得られるよう，給与制度・運用・水準の適正化を

推進するとともに，定員・給与の状況について，市民が理解しやすい指標により公表します。 

 

（１）定員適正化計画の策定 

   政府の地方公共団体の総定員削減方針などを勘案して，平成１８年度から２２年度末（平成２

３年度初頭）までの職員の削減について，次のように計画します。 

 

 〔定員管理計画〕                              （単位：人） 

区分 H17  H18  H19  H20  H21  H22 

職員数 848  827 809 802  792 780

退職者数  28  18 18 22  27 －

採用者数  7  0 11 12  15 －

削減率  ▲21 2.5％ ▲18 2.2％ ▲7 0.9％ ▲10 1.3％ ▲12 1.5％

   ※ 退職年齢を６０歳とした上で，新規採用は，医療職・消防職を除くその他の職で退職者の５０％程度に抑制するものとし

て設定 

   この計画により平成２１年度末（平成２２年度初頭）には，総職員数を７８０人とし，８.０％

の純減を見込むものとします。また，退職勧奨＊制度の活用により前倒し退職者が加算されます。 

   なお，職員の定員管理にあたっては，職員の年齢構成に配慮した採用を行います。 

      ＊退職勧奨：人事の刷新及び行政の効率的執行を図るため職員に退職を奨めること。 

 

（２）定員管理の適正化の推進 

   定員適正化計画に基づく職員数の削減を図るため，退職勧奨制度の活用，業務の委託化及び民

営化といった民間活力の導入を推進します。 

   さらに，臨時化・嘱託化を視野に入れた事務事業の見直しや事務処理の効率化を図ります。 

 

（３）手当の総点検をはじめとする給与の適正化（給与表の運用，退職手当＊，特殊勤務手当＊等の諸

手当の見直し等） 

   職員の給与制度については，市民の納得と支持が得られる給与制度・運用・水準の適正化が求

められていることから，今後も諸手当の総点検をはじめとする給与の適正化を行います。 

      ＊退職手当：職員が退職したときに支払われる一時金。 

      ＊特殊勤務手当：地方自治法第 204 条第２項の規定に基づき，「著しく危険，不快，不健康又は困難な勤務その他の著し

く特殊な勤務で，かつ，その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるもの」に従事する職員に，その勤務

の特殊性に応じて各団体が条例で支給することができるとされている手当。 
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５ 自主財源の確保（歳入） 
  三位一体の改革に伴う国庫補助負担金や地方交付税の削減により，本市の財政状況は大きな影響

を受けています。地方分権の流れの中，多様化する行政需要に柔軟に対応するためには，自主財源

の確保が非常に重要な課題になります。自主財源である市税等の収入の確保，各種使用料の徴収強

化や市有財産の有効活用に努めます。 

 

（１）市税等の収入の確保 

   自主財源の確保は景気に左右されることから，市民の自主納付意欲の向上や納めやすい環境づ

くりを図るとともに，口座振替を強力に促進します。また，滞納者に対し法的措置を講じ，差押

え等の強化を図るとともに，休日，夜間の徴収及び納税相談の実施に努めるなど，税負担の公平

性を確保します。 

 

（２）各種使用料等の徴収強化 

   市営住宅の使用料については，口座振替と納付書の二本立てで行っています。滞納者について

は，本人との納付相談により分割納付等による徴収の推進を図るとともに，長期滞納者等の悪質

な入居者については，明渡し請求等の法的措置を講じるなど，徴収を強化します。 

   また，保育料については，口座振替による納付を行っており，引き落としができなかった場合

は，納付書による納付で応対しています。納付未納の場合は，保育所で納付相談を実施するなど

少額未納のうちに解決できる体制を強化します。 

   その他各種使用料についても，それぞれの状況に応じ，受益者負担＊の原則に基づき，適切な納

付が行われるように努めます。 

      ＊受益者負担：特定の利用者に限ってサービスの提供を受ける場合に，利用する人と利用しない人との負担の公平の観点

から，利用者に一定の負担を求めるもの。 

 

（３）各種使用料及び手数料の定期的な見直し 

   各種使用料・手数料については，受益者負担の原則のもと，定期的な見直しを実施します。 

 

（４）市有財産の有効活用 

   市有財産の利用状況を調査し，その利活用策を検討するとともに，遊休地の売却及び貸付け等

を含め遊休財産を利活用し，自主財源の確保に努めます。また，既存の特定目的基金＊について，

その活用状況を踏まえ，目的が達成された基金については，整理等を検討します。 

      ＊基金：年度間の財源不均衡を調整したり，地方債の償還を計画的に実施する，あるいは特定の目的のために財産を維持

し，資金を積み立て，又は定額の資金を運用するために設けられる資金，又は財産のこと。 

 

（５）広告収入等新たな財源の確保 

   市の広報紙やホームページ及び封筒等への広告掲載や，市の所有する様々な資産を広告媒体＊と

して活用するなど，新たな財源の確保について検討します。 

      ＊広告媒体：市の広報紙（広報かさま），笠間市ホームページ，市が作成する各種封筒等の印刷物などのこと。 
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６ 財政運営の健全化（歳出） 
  市税収入の伸び悩みが続き，非常に厳しい財政運営が続いています。国が進める三位一体の改革

は，十分な税源移譲を伴わないまま「国庫補助負担金の廃止・縮小」や「地方交付税の削減」が実

施されており，本市の財政基盤を揺るがしています。 

  財政構造の弾力性を示す経常収支比率＊は，平成１７年度決算で８９.９％（茨城県平均９０.

２％）となっており，普通建設事業等に影響を及ぼさないよう財政の硬直的な状態を解消していく

必要があります。 

      ＊経常収支比率：地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標として使われます。地方税，地方交付税などを

中心とする経常的に収入される一般財源（経常一般財源）が，人件費，扶助費，公債費等の毎年経常的に支出される経費

（経常経費）にどの程度充当されているかという，「経常的経費に充当された一般財源額の経常一般財源総額に対する割

合」のことであり，この割合が低いほど財政構造に弾力性があることになります。 

 

（１）財政健全化に向けた財政計画の策定 

   職員一人一人が責任を持って政策立案に携わり予算を執行していくため，枠配分方式など，予

算編成のあり方についても見直しを検討し，透明性を確保します。 

   また，常に市民に対して財政状況を明らかにするとともに，行財政運営の指針となる財政計画

を策定し財政収支の中期的な見通しを持つことで財政の健全性を確保します。 

 

（２）施策の見直し及び職員の自助努力による経費削減 

   各種補助金や単独施策の見直し，民間委託の推進等を行うことにより，歳出の削減を図るとと

もに，計画的な行財政運営を実施します。また，職員の自助努力による経費削減を行います。 

   また，借地の既存公共施設については，今後のあり方を検討し，極力自己所有地への転換を図

ります。 

 

（３）投資的経費＊の抑制（公共工事の適正化等） 

   新市にとって真に必要な事業を厳選するとともに，建設工事費等のコスト縮減に努めます。ま

た，国庫補助事業の導入や交付税措置のある合併特例債等の起債を充当することにより，一般財

源の節減に努めます。 

      ＊投資的経費：道路，橋梁，公園，学校，市営住宅の建設等社会資本の整備に要するものであり，支出の効果が将来に残

るものに支出される経費。 

 

（４）補助金の整理合理化（補助団体の見直し） 

   補助金・負担金・交付金について，社会経済環境の変化等を踏まえ，当該交付団体の設立目的，

活動内容による効果等の評価・見直しを行い，行政責任の範囲と経費負担のあり方を検討します。 

   また，補助目的を達成したものや，補助効果の薄れた補助金は順次廃止するとともに，補助金

の新設を極力抑制します。 
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（５）特別会計財政の健全化 

   各特別会計＊の経営状況や供給するサービスを常に検証し，運営にあたっては，民間委託等の推

進，中長期計画の策定などにより民間的経営手法の導入を推進します。 

   また，使用料等の見直しを行い，受益者負担に基づく健全な運営を推進することにより繰出金

の削減を図るとともに，投資のあり方について検討します。 

      ＊特別会計：特定の事業を行う場合又は特定の収入で事業を行う場合に，経理を他の会計と区別する必要があるため，法

律や条例に基づいて設置しているもの。 

 

   〔特別会計〕 

名 称 備 考 

笠間市国民健康保険特別会計  

笠間市老人保健特別会計  

笠間市介護保険特別会計  

笠間市介護サービス事業特別会計  

友部・笠間処理区 笠間市公共下水道事業特別会計 

岩間処理区 

市原地区 笠間市農業集落排水事業特別会計 

北川根地区 

安居地区 

 

（６）公営企業の経営健全化 

   公営企業＊については，事業収益において収支区分が図られる原則に基づき，安定した経営基盤

が維持できるよう事務事業の効率化を推進します。 

   また，料金の見直し，民間的経営手法の導入，未収金の徴収対策といった経営改革の推進，定

員管理及び給与の適正化等の見直しを推進し，経営の健全化に取り組みます。 

      ＊公営企業：地方公共団体が，水道事業や電気事業等を経営する場合は，企業の能率的経営を確保し，経済性を発揮する

よう，地方公共団体内部において特別の経営組織を設け，その組織，財務，職員の身分取扱等については，地方自治法，

地方財政法及び地方公務員法の特例を定めた「地方公営企業法」が適用される。 

 

   〔公営企業〕 

名 称 事 業 名 

病院事業 笠間市立病院事業 

笠間市笠間水道事業 水道事業 

笠間市友部水道事業 

笠間市岩間水道事業 

工業用水道事業 笠間市工業用水道事業（岩間工業団地内）
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７ 情報の公開と市民の行政への参画 
  開かれた行政運営を推進し，信頼される行政を確立するため，行政情報の積極的な提供に努め，

より一層，公正と透明性の確保を図るとともに，市民参画のまちづくりを推進します。 

 

（１）広報広聴の充実（情報公開，地区懇談会，市民提案等） 

   市民と行政との信頼関係を高められるよう個人情報の保護に配慮しながら行政情報の公開を進

めるとともに，事務事業の内容，推進状況等，市の行財政に関する幅広い情報を積極的に提供し

ていきます。 

   また，必要な情報を，確実・迅速に市民のもとへ届けるため，市の広報紙やホームページの内

容の充実に努めます。 

   さらに，地区懇談会を実施するとともに市民提案等を実施し，まちづくりに関する市民の意見

を幅広く取り入れます。 

 

（２）市民参画，コミュニティーの活性化 

   政策等の形成過程において，市民が参画する機会を確保し，多様な手法により市民と行政のコ

ミュニケーションを図っていきます。 

   また，各種市民団体の活動状況や地域資源の情報を積極的に発信し，団体間の連携と新たな市

民活動やコミュニティー＊の活性化を図っていきます。 

      ＊コミュニティー：生活の場において市民としての自主性と責任を自覚した個人及び家庭を構成主体として，地域性と共

通目標を持った開放的で，しかも構成員相互間の信頼感ある集団（基礎社会・地域組織・共同体・地域社会）。 

 

（３）市民や民間組織との協働によるまちづくり 

   時代や環境の変化に伴い，市民が実施することにより事業の効果を高めることが可能な事業や，

市民自ら実施すべき事業などについては，市民に行政サービスの受け手から担い手となっていた

だける体制づくりを進めるとともに，市民や市民が参加する団体等を育成する観点から，当該団

体がＮＰＯ法人化＊等により自立した組織となるよう必要な支援を実施します。 

      ＊ＮＰＯ：英語のNon-Profit Organization の頭文字をとった略で，日本語に訳すと「非営利組織」となり，利益を目的

としない組織。 

      ＊ＮＰＯ法人（特定非営利活動法人）：社団法人の一種として，ＮＰＯ法（特定非営利活動促進法）に基づいて都道府県

又は内閣府の認証を受けて設立された法人。 

       「法人」とは，「法が定める人」という意味で，人の集まりや一定の財産を法律上，個人と同じように権利・義務の主

体として扱うこと。 
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Ⅳ 今後の課題 

 

 笠間市行財政改革大綱の策定にあたり，行政改革推進委員会から様々なご意見をいただきました。

これらのご意見について，本大綱の策定課程において議論を尽くせなかった事項もありますので，今

後の行財政改革の取り組みへの課題として掲載します。 

 

ご意見 
・行財政改革を実施するにあたっては，行政サービスの質の低下にならないよう意識を持って改

革を進めるべき。 

 

・市税徴収率の向上（滞納整理の強化）について，目標（茨城県平均９７.４％）を早期に達成

すべきではないか。 

 

・滞納整理については，徴収方法（全職員による一斉徴収，管理職以上の土日徴収）の検討をし

てはどうか。 

 

・高齢化が進む中での健康管理に，スポーツを取り入れる検討をしてはどうか。 

 

・市立病院について，専門病院（産科・小児科）への転換や特徴のある病院経営等の検討をして

はどうか。 

 

・ＩＳＯ９００１・１４００１の取得について検討してはどうか。 

 ※ ＩＳＯ：International Organization for Standardization（国際標準化機構）の略でアイ・エス・オ－/アイソ/イソ

と読みます。 

   ９００１ ：組織が顧客の要求事項を満足する製品・サービスを継続的に供給するために必要なマネジメントシステム

を備えており，その実施状況が適切であるか否かをチェックするための ISO 規格。 

   １４００１：組織の活動，製品・サービスによる，又は間接的に与える著しい環境影響や 環境リスクを低減し，発生を

予防するための行動を継続的に改善できるか否かをチェックするための ISO 規格。 
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 参考資料 

１ 行財政改革大綱の推進体制 
（１）推進体制図 

 

議案の調製，案件の処理

行財政改革大綱の策定・実施・進行管理

報告

公表

意見

意見 

報告 

意見

笠間市行政改革推進本部

本 部 長：市長 

副本部長：助役 

委  員：教育長 

     行政改革推進室長

     市長公室長 

     総務部長 

     市民生活部長 

     保健福祉部長 

     産業経済部長 

     都市建設部長 

     上下水道部長 

     笠間支所長 

     岩間支所長 

     議会事務局長 

     消防長 

     教育次長 

笠間市行政改革推進本部 幹事会 

代表幹事：行政改革推進室長 

幹 事：秘書課長，企画政策課長，総務課長，市民

活動課長，社会福祉課長，農政課長，都市

建設課長，会計課長，笠間支所地域総務課

長，岩間支所地域総務課長，議会事務局次

長，水道課長，消防本部総務課長，教育委

員会教育総務課長，市立病院事務局長 

市 民 

笠間市行政改革推進委員会

市民代表１５人以内 

事務局 

行政改革推進室 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠間市議会 
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（２） 笠間市行政改革推進委員会 

（選出区分順，敬称略） 

 氏 名 男女 所属・職名 選出区分 備 考 

須藤
す と う

 勝
かつ

雄
お

男 笠間市議会 議員 H19.1 から 

１ 

大関
おおぜき

 久
ひさ

義
よし

男 笠間市議会 議長 

市議会代表 

H18.11 まで

２ 海老澤
え び さ わ

 惇
じゅん

男 元ＮＨＫ考査室 考査主査 笠間地区 

３ 根本
ね も と

 栄一
えいいち

男 茨城県信用保証協会 会長 友部地区 

４ 阿部
あ べ

 聖
きよし

男 元石岡市 助役 

学識経験者 

岩間地区 

５ 青木
あ お き

 充
みつる

男 青木写真 代表 笠間地区 

６ 海老原
え び は ら

 雅美
ま さ み

女 主婦 笠間地区 

７ 三村
み む ら

 公司
き ん じ

男 西友不動産 代表取締役 友部地区 

８ 江田
え だ

 光
みつ

保
ほ

女 ビデオ工房 Hodumi 代表 友部地区 

９ 川崎
かわさき

 史子
ふ み こ

女 主任児童委員 

市民（民間）

代表 

岩間地区 

10 佐藤
さ と う

 英男
ひ で お

男 区長会 会長 笠間地区 

11 千代
ち よ

 京
みさと

女 
大好きかさまネットワーカー連絡協議会会

長 
友部地区 

12 上野
う え の

 眞
まさし

男 岩間商工会 会長 

団体等代表 

岩間地区 

13 大作
おおさく

 大志
た い し

男 ジャスコ笠間店 店長 笠間地区 

藤平
ふじひら

 浩
ひろ

明
あき

男 常陽銀行友部支店 支店長 Ｈ19.2 から 

14 

赤岩
あかいわ

 正樹
ま さ き

男 常陽銀行友部支店 支店長 H19.1 まで 

15 西條
さいじょう

 裕
ひろ

明
あき

男 岩間工業団地連絡協議会 代表 

民間企業代表 

岩間地区 
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（３） 笠間市行政改革推進本部 

 

 職 職 名 氏 名 

１ 本部長  市 長  山口 伸樹 

２ 副本部長  助 役  石川 和宏 

３ 本部員  収入役  － 

４ 〃  教育長  飯島 勇 

５ 〃  行政改革推進室長  仲村 洋 

６ 〃  市長公室長  永井 久 

７ 〃  総務部長  畑岡 洋 

８ 〃  市民生活部長  野口 直人 

９ 〃  保健福祉部長  加藤 法男 

10 〃  産業経済部長  青木 繁 

11 〃  都市建設部長  澤畑 守夫 

12 〃  上下水道部長  早乙女 正利 

13 〃  笠間支所長  寺崎 滋 

14 〃  岩間支所長  成田 均 

15 〃  議会事務局長  鈴木 健二 

16 〃  消防長  青木 昭一 

17 〃  教育次長  塩田 満夫 
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（４）笠間市行政改革推進本部 幹事会 

 

 職 所 属 氏 名 

１ 代表幹事  行政改革推進室長  仲村 洋 

２ 幹事  秘書課長  小松崎 登 

３ 〃  企画政策課長  藤枝 政弘 

４ 〃  総務課長  仲村 新一郎 

５ 〃  市民活動課長  藤枝 勉 

６ 〃  社会福祉課長  保坂 悦男 

７ 〃  農政課長  横田 文夫 

８ 〃  都市建設課長  岡野 正三 

９ 〃  会計課長  郡司 弘 

10 〃  笠間支所地域総務課長  深澤 悌二 

11 〃  岩間支所地域総務課長  持丸 正美／成田 均 

12 〃  議会事務局次長  中田 明 

13 〃  水道課長  高野 幸洋 

14 〃  消防本部総務課長  吉井 勝蔵 

15 〃  教育委員会教育総務課長  光又 千尋 

16 〃  市立病院事務局長  中村 章一 
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２ 行財政改革大綱策定までの経過 
 

   H18.05.11 政策調整会議 

         審議事項：笠間市大綱の策定について 

 

   H18.05.19 庁議 

         審議事項：笠間市行政改革大綱の策定について 

 

   H18.06.14 第１回 笠間市行政改革推進本部幹事会 

         協議事項：笠間市行政改革大綱における基本方針及び主要施策（案）について 

 

   H18.07.01 行政改革推進室設置 

 

   H18.07.19 第１回 笠間市行政改革推進本部会議 

         協議事項：笠間市行政改革大綱における基本方針及び主要施策（案）について 

 

   H18.08.09～09.06 笠間市行政改革大綱の策定に伴う事務事業改革事項調査を実施 

 

   H18.08.30 第１回 行政改革推進委員会 

         委員委嘱（15 名） 

         笠間市行政改革大綱の策定について諮問 

         審議事項：（１）笠間市行政改革大綱の策定について 

              （２）基本方針及び主要施策について 

              （３）策定スケジュールについて 

 

   H18.09.26 第２回 行政改革推進委員会 

         審議事項：（１）笠間市行政改革大綱（案）実施計画（案）について 

 

   H18.10.04～10.13 合併後の事務事業における調整事項の現況調査 

 

   H18.11.09 第２回 笠間市行政改革推進本部幹事会 

         協議事項：（１）笠間市行政改革大綱（案）について 

              （２）笠間市行政改革大綱 実施計画（案）について 

              （３）笠間市行政改革推進委員会における主な意見について 

 

   H18.11.22 第２回 笠間市行政改革推進本部会議 

         協議事項：（１）笠間市行政改革大綱（案）について 

              （２）笠間市行政改革大綱 実施計画（案）について 

              （３）笠間市行政改革推進委員会における主な意見について 
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   H18.12.13 第３回 笠間市行政改革推進委員会 

         審議事項：（１）笠間市行財政改革大綱（案）について 

              （２）笠間市行財政改革大綱 実施計画（案）について 

 

   H19.01.09～01.31  パブリック・コメント手続き 

 

   H19.02.08 第３回 笠間市行政改革推進本部幹事会 

         協議事項：（１）笠間市行政改革推進委員会の意見に対する対応 

              （２）パブリック・コメント実施結果について 

              （３）笠間市行財政改革大綱（案）について 

              （４）笠間市行財政改革大綱 実施計画（案）について 

 

   H19.02.16 第３回 笠間市行政改革推進本部会議 

         協議事項：（１）笠間市行政改革推進委員会の意見に対する対応 

              （２）パブリック・コメント実施結果について 

              （３）笠間市行財政改革大綱（案）について 

              （４）笠間市行財政改革大綱 実施計画（案）について 

 

   H19.03.01 第４回笠間市行政改革推進委員会 

         審議事項：（１）笠間市行政改革推進委員会の意見に対する対応 

              （２）パブリック・コメント実施結果について 

              （３）笠間市行財政改革大綱（案）について 

              （４）笠間市行財政改革大綱 実施計画（案）について 

 

   H19.03.07 笠間市行政改革推進委員会 答申 
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３ 指定管理者制度の導入状況 
 
 市が管理する公の施設の指定管理者制度の導入状況は，以下のとおり公の施設が６５施設，指定管理者

制度の導入施設が１４施設（導入予定含む），直営が５１施設（廃止予定含む）となっています。 

 指定管理者を「非公募」で指定している公の施設については，指定期間満了時に公募を前提として再検

討を行ないます。 

 また，現在「直営」で管理している施設についても，多様化する市民ニーズにより効果的，効率的に対

応するため，市民サービスの向上と施設管理経費の削減等が見込める施設については，積極的に指定管理

者の導入を検討します。 

 

所  管 
№ 

部 課･室 
公の施設の名称 地区

指定管理者・ 

管理形態 

公 募 ・

非公募

の別 

指定期間

１ 笠間市てらざき保育所 笠間 直営   

２ 笠間市くるす保育所 笠間 直営   

３ 笠間市いなだ保育所 笠間 直営   

４ 

子ども福祉

課 

笠間市ともべ保育所 友部 直営   

５ 病院事務局 笠間市立病院 友部 直営   

６ 笠間市友部保健センター 友部 直営   

７ 笠間市笠間保健センター 笠間 直営   

８ 

健康増進課 

笠間市岩間保健センター 岩間 直営   

９ 笠間市心身障害者福祉センター 友部 
㈳笠間市社会福

祉協議会 
非公募

H18.9.1～ 

H20.3.31

10 
笠間市地域福祉センター 

「笠間市友部社会福祉会館」 
友部 

㈳笠間市社会福

祉協議会 
非公募

H18.9.1～ 

H20.3.31

11 笠間市いこいの家「はなさか」 友部 
㈳笠間市社会福

祉協議会 
非公募

H18.9.1～ 

H20.3.31

12 

社会福祉課 

笠間市福祉センター 岩間 
㈳笠間市社会福

祉協議会 
非公募

H18.9.1～ 

H20.3.31

13 

保
健
福
祉
部 

高齢福祉課 笠間市福祉センターいわま 岩間 
㈳笠間市社会福

祉協議会 
非公募

H18.9.1～ 

H20.3.31

14 環境保全課 笠間市清掃センター 笠間 廃止予定   

15 笠間駅北口自転車駐車場 笠間 H19 導入予定 非公募 H19.4.1～ 

16 笠間市稲田駅前自転車駐車場 笠間 H19 導入予定 非公募 H19.4.1～ 

17 岩間駅西自転車駐車場 岩間 直営   

18 宍戸駅自転車駐車場 友部 直営   

19 稲田駅前駐車場 笠間 H19 導入予定 非公募 H19.4.1～ 

20 福原駅前駐車場 笠間 H19 導入予定 非公募 H19.4.1～ 

21 

市
民
生
活
部 

市民活動課 

笠間駅北口駐車場 笠間 H19 導入予定 非公募 H19.4.1～ 
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所  管 
№ 

部 課･室 
公の施設の名称 地区

指定管理者・ 

管理形態 

公 募 ・

非公募

の別 

指定期間

22 農政課 笠間クラインガルテン 笠間 
茨城中央農業協

同組合 
非公募

H18.3.1～ 

H21.3.31

23 あたご天狗の森スカイロッジ 岩間 ㈳笠間観光協会 公募 
H19.4.1～ 

H24.3.31

24 笠間工芸の丘 笠間 笠間工芸の丘㈱ 非公募
H18.4.1～ 

H28.3.31

25 あたごフォレストハウス 岩間 直営   

26 あたご天狗の森野外ステージ 岩間 直営   

27 フレンドリーパーク野外ステージ 岩間 直営   

28 市営荒町駐車場 笠間 直営   

29 市営鷹匠駐車場 笠間 直営   

30 稲荷駐車場 笠間 直営   

31 北山公園 友部 
笠間市シルバー

人材センター 
非公募

H18.9.1～ 

H20.3.31

32 笠間市立城跡公園 笠間 直営   

33 笠間市立山ろく公園 笠間 直営   

34 笠間市立つつじ公園 笠間 直営   

35 

産
業
経
済
部 

観光課 

笠間市立アジサイ公園 笠間 直営   

36 笠間芸術の森公園駐車場 笠間 直営   

37 岩間駅西広場 岩間 直営   

38 都市公園（笠間市総合公園） 笠間 直営   

39 

都
市
建
設
部 

都市計画課 

笠間市営住宅 笠間 直営   

40 笠間学校給食センター 笠間 直営   

41 
学校教育課 

岩間学校給食センター 岩間 直営   

42 笠間市立笠間公民館 笠間 直営   

43 笠間市立友部公民館 友部 直営   

44 笠間市立岩間公民館 岩間 直営   

45 

教
育
委
員
会 生涯学習課 

地区公

民館 

笠間市みなみ公民館 

笠間市大橋公民館 

笠間市池野辺公民館 

笠間市高田公民館 

笠間市箱田公民館 

笠間市寺崎公民館 

笠間市本戸公民館 

笠間市来栖公民館 

笠間市南山内公民館 

笠間市上加賀田公民館 

笠間市稲田公民館 

笠間 直営   
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所  管 
№ 

部 課･室 
公の施設の名称 地区

指定管理者・ 

管理形態 

公 募 ・

非公募

の別 

指定期間

 
地区公

民館 

笠間市稲田公民館附属

館 

笠間市福原公民館 

笠間 直営 

 

 

46 笠間市立笠間図書館 笠間 直営   

47 笠間市立友部図書館 友部 直営   

48 笠間市立岩間図書館 岩間 直営   

49 岩間体験学習館「分校」 岩間 直営   

50 

生涯学習課 

笠間市立歴史民俗資料館 友部 直営   

51 笠間市民体育館 笠間 直営   

52 笠間市柿橋グラウンド 友部 直営   

53 笠間市鴻巣グラウンド 友部 直営   

54 笠間市北山グラウンド 友部 直営   

55 笠間市大原グラウンド 友部 直営   

56 笠間市柿橋テニスコート 友部 直営   

57 笠間市北川根ふれあい広場 友部 直営   

58 笠間市橋爪弓道場 友部 直営   

59 笠間市岩間総合運動公園 岩間 直営   

60 笠間市岩間運動広場 岩間 直営   

61 笠間市笠間武道館 笠間 直営   

62 笠間市岩間武道館 岩間 直営   

63 笠間市民プール 笠間 直営   

64 笠間市岩間海洋センター 岩間 直営   

65 

教
育
委
員
会 

スポーツ振

興課 

笠間市岩間工業団地庭球場 岩間 直営   

資料：総務部財政課（平成 19 年３月現在） 
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４ 財政収支の試算 

 この試算は，平成１７年度決算をもとに推計したものです。 

（単位：千円） 

 歳入合計表 H17 決算 H18 決算見込 H19 H20 H21 

1 地方税 8,400,174 8,320,308 9,158,000 9,207,000 9,205,000

  市民税（個人） 2,498,421 2,622,240 3,444,000 3,450,000 3,450,000

  市民税（法人） 575,931 502,726 502,000 502,000 502,000

  固定資産税 4,577,093 4,522,509 4,540,000 4,585,000 4,585,000

  軽自動車税 120,188 124,230 125,000 125,000 125,000

  その他 628,541 548,603 547,000 545,000 543,000

2 地方譲与税 765,104 1,045,380 350,000 350,000 350,000

  所得譲与税 289,618 601,774 0 0 0

  自動車重量譲与税 352,431 326,470 250,000 250,000 250,000

  地方道路譲与税 123,055 117,136 100,000 100,000 100,000

3 利子割交付金 44,844 25,461 25,000 25,000 25,000

4 配当割交付金 21,620 19,427 20,000 20,000 20,000

5 株式譲渡所得割交付金 31,526 10,348 3,000 3,000 3,000

6 地方消費税交付金 719,459 599,824 600,000 600,000 600,000

7 ゴルフ場利用税交付金 248,069 214,000 214,000 214,000 214,000

8 自動車取得税交付金 203,170 206,680 200,000 200,000 200,000

9 地方特例交付金 260,547 194,575 111,500 23,000 23,000

10 地方交付税 5,690,588 6,030,218 5,758,000 5,679,000 5,551,000

  普通交付税 5,036,476 5,158,542 5,107,000 5,116,000 5,164,000

    通常分 5,036,476 5,030,542 4,904,000 4,782,000 4,662,000

    合併補正   128,000 128,000 128,000 128,000

    特例債     75,000 206,000 374,000

  特別交付税 654,112 871,676 651,000 563,000 387,000

    通常分 654,112 431,676 387,000 387,000 387,000

    包括算入   440,000 264,000 176,000 0

11 交通安全対策特別交付金 14,670 14,746 14,500 14,500 14,500

12 分担金・負担金 172,695 293,384 283,600 283,600 283,600

13 使用料及び手数料 422,906 310,431 310,000 314,000 314,000

14 国庫支出金 2,010,904 3,334,283 2,667,000 2,524,000 2,586,000

15 県支出金 1,229,013 1,128,774 1,048,100 1,045,100 1,030,100

  通常分 1,041,513 941,274 952,100 952,100 937,100

  合併特例交付金 187,500 187,500 96,000 93,000 93,000

16 財産収入 38,907 22,138 10,000 10,000 10,000

17 寄付金 151,790 3 0 0 0

18 繰入金 2,312,976 728,275 586,500 737,000 959,900

19 繰越金 779,870 1,445,212 0 0 0

20 諸収入 934,346 714,276 700,000 700,000 700,000

21 地方債 2,439,100 3,273,700 2,953,300 2,476,300 2,108,900

  臨時財政対策債 981,300 869,400 800,000 0 0

  減税補てん債 115,900 73,100 0 0 0

  一般会計債（普通建設事業費分） 884,000 1,235,900 469,300 571,700 550,000

  合併特例債（推進債含む） 405,900 975,300 1,684,000 1,904,600 1,558,900

  その他 52,000 120,000 0 0 0

 歳入合計 26,892,278 27,931,443 25,012,500 24,425,500 24,198,000
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（単位：千円） 

 歳出合計表 H17 決算 H18 決算見込 H19 H20 H21 

1 人件費 5,258,382 6,524,012 6,297,800 6,062,100 5,909,200

  一般職員 4,695,343 5,970,448 5,769,000 5,648,300 5,495,400

  特別職 104,339 52,521 52,500 52,500 52,500

  非常勤特別職 178,294 202,656 178,000 178,000 178,000

  議員報酬 280,406 298,387 298,300 183,300 183,300

2 物件費 3,636,576 3,718,000 3,365,000 3,224,000 3,183,000

3 維持補修費 185,916 236,000 240,000 240,000 240,000

4 扶助費 2,363,302 2,955,345 2,968,000 2,982,000 3,017,000

  生活保護費 273,018 1,023,239 1,033,000 1,044,000 1,075,000

  その他 2,090,284 1,932,106 1,935,000 1,938,000 1,942,000

5 補助費 4,128,453 2,528,635 2,522,000 2,503,000 2,485,000

  一部事務組合等 2,565,709 1,056,635 1,056,000 1,056,000 1,056,000

  その他 1,562,744 1,472,000 1,466,000 1,447,000 1,429,000

6 普通建設事業費 4,292,288 6,469,000 4,172,000 3,816,000 3,502,000

7 災害復旧費 5,903 0 0 0 0

8 公債費 2,173,095 2,368,000 2,510,100 2,626,200 2,849,600

  既発債 2,173,095 2,368,000 2,402,100 2,376,500 2,344,600

  特例債     108,000 249,700 505,000

9 積立金 224,711 313,220 30,000 30,000 30,000

10 投資及び出資金貸付金 126,088 63,370 100,000 100,000 100,000

11 繰出金等 2,924,650 2,729,685 2,807,600 2,842,200 2,882,200

  国民健康保険保険特別会計 472,580 452,617 514,500 514,500 514,500

  老人保健特別会計特別会計 536,318 487,372 500,000 500,000 500,000

  介護保険特別会計 694,239 609,066 623,300 658,600 706,700

  公共下水道特別会計 991,672 928,560 901,000 894,000 882,000

  農業集落排水事業特別会計 229,841 252,070 268,800 275,100 279,000

             

 歳出合計 25,319,364 27,905,267 25,012,500 24,425,500 24,198,000

 差引 1,572,914 26,176 0 0 0

資料：総務部財政課（予算編成資料 平成 18 年 10 月現在） 
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５ 組織改編の概要 
 

（１）組織改編の必要性・実効性について 

   合併後の組織において，本所と支所間の事務連携が複雑な構造になっていることや本所に８万

人規模の市としてふさわしい機能を持たせる必要があることなど様々な問題点や課題等が浮上し

てきている。 

   このため，支所の各課を関係する本所各部の直轄とし，指揮命令系統を明確にすることで事務

連携を強化し，また，支所の一部事務事業を本所に統合し，分室とすることや本所の課の統合，

新設などの見直しを行うことにより，事務事業の運営が簡素でかつ効率的となり，これまで以上

に合併効果が現れ，更なる市民サービスの向上を図ることができる。 

 

（２）組織改編の全体的な考え方 

   組織改編に当たっての基本的な考え方は次のとおりとする。 

    ・本所及び支所間の事務連携を見直す 

    ・本所機能を見直す 

    ・支所機能を見直す 

 

（３）改編内容 

   改編内容は次のとおり。 

    ・各支所の課を本所各部の直轄とし，事務連携を強化する。 

    ・市民サービスの低下に影響を及ぼさない範囲内において，各支所で取り扱っていた業務事

業を本所に統合する。これにより各支所税務課を税務課笠間分室及び税務課岩間分室に，

各支所産業振興課を農政課笠間分室及び農政課岩間分室とする。 

    ・保健福祉部を福祉部と保健衛生部に再編する。 

    ・保険年金課と健康増進課を同一部内とし，事務連携を強化する。 

    ・商工課と観光課を統合し商工観光課とする。 

    ・教育総務課と学校教育課を統合し学務課とする。 

    ・行政改革推進室を市長公室内の行革推進課とする。 

    ・管財課を新設する。 

    ・部課の増減 

      部：１３ → １２（１減） 

      課：５０ → ４６（４減） 
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（４）職員数の現況（定員モデル値と類似団体との比較） 

 

  〔定員モデル値と類似団体との比較表〕 

（平成１８年４月１日現在，単位：人） 

笠 間 市 類似団体
区 分 部 門 

部門別職員数 調整比率* 単純平均*

定員モデル 

試算値 
超過数 

議  会 7 1.0％ 1.0％  

総  務 152 22.0％ 19.2％ 201 4

税  務 46 6.6％ 5.9％  

労  働 

205 

0.0％ 0.2％  

民  生 90 12.9％ 18.5％ 133 10

衛  生 
143 

53 7.6％ 8.7％  

農林水産 41 5.9％ 4.2％ 62 0

商  工 
62 

21 3.0％ 2.0％  

土  木 65 65 9.4％ 10.7％ 72 △7

一般行政 

計 475 468 7

教  育 124 17.8％ 19.0％ ‐ ‐

特別行政 
消  防 

256 
132 ‐ ‐ ‐ ‐

病  院 26 26 3.7％ 0.9％ ‐ ‐

水  道 18 18 2.6％ 3.5％ ‐ ‐

下 水 道 24 24 3.5％ 2.1％ ‐ ‐

公営企業 

等 

そ の 他* 28 28 4.0％ 4.1％ ‐ ‐

合 計  827 100.0％ 100.0％  

資料：市長公室職員課（平成 18 年 12 月現在） 

 

      ＊調整比率とは，「（各部門の職員数）／（総職員数－消防部門職員数）×100」で算出した比率です。 

      ＊単純平均とは，各類似団体における調整比率の平均値です。 

      ＊その他とは，各特別会計事業（国民健康保険，介護保険，老人保健）を表しています。 
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 FAX ：0296-78-0612 

 笠間市ＨＰ：http://www.city.kasama.lg.jp/

 電子メール：gyokaku@city.kasama.lg.jp

    0299-37-6611〈岩間地区から〉 

 電話：0296-77-1101，72-1111〈友部・笠間地区から〉 

 住所：茨城県笠間市中央三丁目２番１号 

 

事務局：行政改革推進室 

笠間市行政改革推進本部  
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